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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 4月 19日 (2005.4.19)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
細 胞 内 で バ イ オ マ ー カ ー を 局 在 化 す る 、 コ ン ピ ュ ー タ ー に よ り 実 行 さ れ る 方 法 で あ っ て 、
以 下 ：
　 第 １ の 規 定 さ れ た 領 域 に 対 応 す る 該 細 胞 の 第 １ の 画 像 の 部 分 を 同 定 す る 工 程 ；
　 少 な く と も １ つ の バ イ オ マ ー カ ー に 対 応 す る 該 細 胞 の 第 ２ の 画 像 の 部 分 を 同 定 す る 工 程
；
　 該 第 １ の 画 像 の 該 部 分 内 に 位 置 す る 該 第 ２ の 画 像 の 部 分 を 決 定 し 、 該 バ イ オ マ ー カ ー が
該 規 定 さ れ た 領 域 内 に 局 在 化 す る か 否 か を 同 定 す る 工 程
を 包 含 す る 、 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 第 １ の 画 像 の 前 記 部 分 お よ び 前 記 第 ２ の 画 像 の 前 記 部 分 が 、 ピ ク セ ル を 含 む 、 請 求 項
１ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 第 １ の 画 像 の 前 記 部 分 が 、 前 記 細 胞 の 該 第 １ の 規 定 さ れ た 領 域 に 関 連 す る 強 度 を 有 す
る 、 ピ ク セ ル を 含 む 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 細 胞 の 前 記 第 １ の 規 定 さ れ た 領 域 に 関 連 す る 前 記 強 度 を 決 定 す る 工 程 を さ ら に 包 含 す
る 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 第 ２ の 画 像 の 前 記 部 分 が 、 前 記 少 な く と も １ つ の バ イ オ マ ー カ ー に 対 応 す る 強 度 を 有
す る ピ ク セ ル を 含 む 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 少 な く と も １ つ の バ イ オ マ ー カ ー に 関 連 す る 前 記 強 度 を 決 定 す る 工 程 を さ ら に 包 含 す
る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】



前 記 第 １ の 画 像 中 の 焦 点 外 エ レ メ ン ト の 表 示 を 削 減 す る 工 程 を さ ら に 包 含 す る 、 請 求 項 １
に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
表 示 を 削 減 す る 工 程 が 、 異 な る 焦 点 の 深 さ を 特 徴 と す る 第 ３ の 画 像 の 画 像 ピ ク セ ル 強 度 に
基 づ い て 、 前 記 第 １ の 画 像 の 画 像 ピ ク セ ル 強 度 を 操 作 す る 工 程 を 包 含 す る 、 請 求 項 ７ に 記
載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
細 胞 含 有 サ ン プ ル を 分 析 す る 方 法 で あ っ て 、 以 下 ：
　 該 細 胞 内 の 第 １ の 規 定 さ れ た 領 域 に 選 択 的 な 第 １ の 染 色 お よ び 、 少 な く と も １ つ の バ イ
オ マ ー カ ー に 選 択 的 な 第 ２ の 染 色 を 有 す る 該 細 胞 の 第 １ の 画 像 、 を 得 る 工 程 ；
　 該 第 １ の 画 像 中 の 複 数 の ピ ク セ ル 位 置 で 、 該 第 １ の 染 色 に つ い て の 強 度 値 を 決 定 す る 工
程 ；
　 該 強 度 値 に 基 づ い て 、 該 細 胞 内 の 該 第 １ の 規 定 さ れ た 領 域 に 対 応 す る 該 第 １ の 画 像 中 の
ピ ク セ ル 位 置 を 決 定 し 、 そ し て 、 こ れ ら の ピ ク セ ル 位 置 を 該 第 １ の 規 定 さ れ た 領 域 に 割 り
当 て る 工 程 ；
　 第 ２ の 画 像 を 得 て 、 該 第 ２ の 画 像 中 の 複 数 の ピ ク セ ル 位 置 で 、 該 第 ２ の 染 色 に つ い て の
強 度 値 を 決 定 す る 工 程 ； な ら び に 、
　 該 第 １ の 画 像 お よ び 該 第 ２ の 画 像 を 比 較 し て 、 該 第 １ の 細 胞 区 画 内 に あ る 該 第 ２ の 画 像
中 の ピ ク セ ル 位 置 を 同 定 す る 工 程 、
　 を 包 含 す る 、 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 規 定 さ れ た 領 域 が 、 細 胞 核 、 細 胞 質 、 核 膜 、 細 胞 膜 、 ミ ト コ ン ド リ ア 、 小 胞 体 、 ペ ル
オ キ ソ ー ム お よ び リ ソ ソ ー ム か ら な る 群 か ら 選 択 さ れ る 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法
。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 細 胞 成 分 が 、 タ ン パ ク 質 、 ペ プ チ ド 、 核 酸 、 脂 質 ま た は 炭 水 化 物 か ら な る 群 か ら 選 択
さ れ る 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
請 求 項 に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 前 記 細 胞 が 、 該 細 胞 内 の 第 ２ の 規 定 さ れ た 領 域 に 選 択 的
な 第 ３ の 染 色 に 接 触 さ れ 、 該 方 法 は さ ら に 、 以 下 ：
　 該 細 胞 中 の 該 第 ３ の 染 色 の 分 布 に つ い て の 第 ３ の 画 像 に お い て 、 該 第 ３ の 画 像 中 の 複 数
の ピ ク セ ル 位 置 の 各 ピ ク セ ル 位 置 に つ い て 強 度 値 を 決 定 す る 工 程 ；
　 該 強 度 値 に 基 づ い て 、 該 第 ３ の 画 像 中 の ピ ク セ ル 位 置 が 、 該 細 胞 の 該 第 ２ の 規 定 さ れ た
領 域 に 対 応 す る こ と を 決 定 し 、 そ し て 、 こ れ ら の ピ ク セ ル 位 置 を 、 該 第 ２ の 規 定 さ れ た 領
域 に 割 り 当 て る 工 程 ； な ら び に 、
　 該 第 ２ の 画 像 中 の 該 ピ ク セ ル 位 置 の い ず れ が 、 該 第 ２ の 規 定 さ れ た 領 域 内 に あ る か を 決
定 す る 工 程 、
　 を 包 含 す る 、 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
前 記 第 １ の 規 定 さ れ た 領 域 ま た は 前 記 第 ２ の 規 定 さ れ た 領 域 に 割 り 当 て ら れ な い ピ ク セ ル
位 置 を 、 第 ３ の 規 定 さ れ た 領 域 に 割 り 当 て 、 そ し て 、 該 第 ２ の 画 像 中 の 該 ピ ク セ ル 位 置 の
い ず れ が 該 第 ３ の 規 定 さ れ た 領 域 内 に あ る か を 同 定 す る 工 程 、 を さ ら に 包 含 す る 、 請 求 項

に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
前 記 第 １ の 規 定 さ れ た 領 域 、 前 記 第 ２ の 規 定 さ れ た 領 域 お よ び 前 記 第 ３ の 規 定 さ れ た 領 域
が 、 以 下 ：
　 核 、 細 胞 質 、 核 膜 、 細 胞 膜 、 ミ ト コ ン ド リ ア 、 小 胞 体 、 ペ ル オ キ ソ ー ム お よ び リ ソ ソ ー
ム 、
　 か ら な る 群 か ら 選 択 さ れ る 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
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請 求 項 に 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 前 記 細 胞 が 、 該 細 胞 中 の 規 定 さ れ た 領 域 に 選 択 的 な 第
４ の 染 色 と 接 触 さ れ 、 そ し て 、 該 第 ４ の 染 色 の 分 布 の 少 な く と も １ つ の ピ ク セ ル 化 さ れ た
画 像 が 取 得 さ れ 、 該 方 法 は さ ら に 、 以 下 ：
　 該 第 ４ の 染 色 分 布 の 画 像 中 の 複 数 の ピ ク セ ル の 各 々 に つ い て 、 第 ３ の 強 度 値 を 読 み 取 る
工 程 ；
　 該 第 ３ の 強 度 値 か ら の 閾 値 強 度 値 を 決 定 す る 工 程 ；
　 該 閾 値 強 度 と 、 該 複 数 の ピ ク セ ル の 各 々 に つ い て の 該 第 ３ の 強 度 と を 比 較 す る 工 程 ； な
ら び に
　 ピ ク セ ル 位 置 を 、 該 閾 値 強 度 値 に 基 づ く マ ス ク に 割 り 当 て る 工 程 、
　 を 包 含 す る 、 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
前 記 第 １ の 染 色 分 布 の 画 像 中 の 前 記 複 数 の ピ ク セ ル に お け る 前 記 ピ ク セ ル 位 置 が 、 前 記 マ
ス ク セ ッ ト 中 の 該 ピ ク セ ル 位 置 で あ る 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
前 記 マ ス ク に 割 り 当 て ら れ た 前 記 ピ ク セ ル 位 置 が 、 前 記 閾 値 強 度 値 と 等 し い か 、 ま た は そ
れ よ り 大 き い 第 ３ の 強 度 値 を 有 す る ピ ク セ ル の 位 置 を 含 む 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
前 記 第 ４ の 染 色 分 布 の 前 記 画 像 中 の 前 記 複 数 の ピ ク セ ル の 各 々 に つ い て 、 前 記 第 ３ の 強 度
値 を 保 存 す る 工 程 を さ ら に 包 含 す る 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
前 記 閾 値 強 度 値 が 、 最 大 ビ ン の 強 度 値 か ら 決 定 さ れ る 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
前 記 閾 値 強 度 値 が 、 第 ２ の 最 大 ビ ン の 強 度 値 か ら 選 択 さ れ る 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ １ 】
各 ピ ク セ ル 位 置 に つ い て 、 前 記 第 １ の 強 度 値 と 前 記 第 ２ の 強 度 値 を 比 較 し 、 そ し て 、 該 第
２ の 強 度 値 が 、 該 第 １ の 強 度 値 よ り 大 き い 場 合 、 該 ピ ク セ ル 位 置 に 前 記 第 ２ の 規 定 さ れ た
領 域 を 割 り 当 て る 工 程 を さ ら に 包 含 す る 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
前 記 第 ２ の 染 色 分 布 の 前 記 画 像 中 の ピ ク セ ル の ア レ イ に お け る 各 ピ ク セ ル 位 置 に つ い て 、
シ グ ナ ル 強 度 値 を 読 み 取 り 、 全 シ グ ナ ル 強 度 を 決 定 す る た め に 該 シ グ ナ ル 強 度 を 合 計 す る
工 程 を さ ら に 包 含 す る 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
前 記 第 ２ の 染 色 分 布 の 前 記 画 像 中 の 前 記 ピ ク セ ル の ア レ イ が 、 前 記 細 胞 中 の 前 記 第 １ の 規
定 さ れ た 領 域 中 で あ る 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
前 記 第 ２ の 染 色 分 布 の 前 記 画 像 中 の 前 記 ピ ク セ ル の ア レ イ に お け る 各 ピ ク セ ル 位 置 に つ い
て シ グ ナ ル 強 度 値 を 読 み 取 り 、 該 シ グ ナ ル 値 を 合 計 す る 工 程 を さ ら に 包 含 す る 、 請 求 項

に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
前 記 第 ２ の 染 色 分 布 の 前 記 画 像 中 の 前 記 ピ ク セ ル の ア レ イ が 、 前 記 第 ２ の 規 定 さ れ た 領 域
で あ る 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
前 記 第 ２ の 染 色 分 布 の 前 記 画 像 中 の 前 記 ピ ク セ ル の ア レ イ に お け る 各 ピ ク セ ル 位 置 に つ い
て シ グ ナ ル 強 度 値 を 読 み 取 り 、 全 強 度 を 決 定 す る た め に 該 シ グ ナ ル 強 度 値 を 合 計 す る 工 程
を さ ら に 包 含 す る 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
前 記 第 ２ の 染 色 分 布 の 前 記 画 像 中 の 前 記 ア レ イ の ピ ク セ ル が 、 前 記 第 ３ の 規 定 さ れ た 領 域
で あ る 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
細 胞 含 有 サ ン プ ル を 分 析 す る 方 法 で あ っ て 、 以 下 ：
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　 細 胞 の 第 １ の 画 像 中 の 複 数 の ピ ク セ ル 位 置 の 各 々 に つ い て の 値 を 入 手 す る 工 程 ；
　 細 胞 の 第 ２ の 画 像 中 の 該 複 数 の ピ ク セ ル 位 置 の 各 々 に つ い て の 値 を 入 手 す る 工 程 ； お よ
び
　 該 第 ２ の 画 像 中 の 各 ピ ク セ ル 位 置 に つ い て の 強 度 値 の 割 合 を 、 該 第 １ の 画 像 中 の 同 じ ピ
ク セ ル 位 置 の 強 度 値 か ら 減 算 し て 、 調 整 し た 強 度 値 を 得 る 工 程
　 を 包 含 す る 、 方 法 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
前 記 第 １ の 画 像 が 、 第 １ の 焦 点 面 で 獲 得 さ れ 、 そ し て 、 前 記 第 ２ の 画 像 が 、 第 ２ の 焦 点 面
で 獲 得 さ れ る 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
減 算 さ れ た 前 記 第 ２ の 画 像 中 の 各 ピ ク セ ル 位 置 に つ い て の 前 記 強 度 値 の 割 合 が 、 強 度 分 布
関 数 か ら 決 定 さ れ る 、 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
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